
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により知事から監査の結果に

基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとおり

公表する。 

 

令和７年３月28日 

 

岐阜県監査委員   若井 敦子 

岐阜県監査委員   恩田 佳幸 

岐阜県監査委員   鈴木 祥一 

岐阜県監査委員   安田 典子 

岐阜県監査委員   飯沼 敦朗 



- 1 - 

１ 令和５年度行政監査の結果に基づき講じた措置の状況 
 

（単位：件） 

テーマ名 
監査結果 措置済 

今回措置を 

講じたもの※ 
未措置 

 (A) (B) (C) (A-B-C) 

県が実施する建設事業における市町村

負担金の徴収事務について 
17 ０ 17 ０ 

※「今回措置を講じたもの」については、令和７年３月４日及び令和７年３月26日に知事から通知があ

ったもの 

 

 

２ 行政監査の結果に基づき講じた措置（検討事項） 
 

知事部局 

機関名 監査結果 講じた措置 

建設政策

課 

建設事業に係る負担金については、

毎年度多額に上っており、今後も継続

して実施されることが見込まれる。負

担金の徴収事務については、建設事業

に係る契約事務の手続上適時適切に実

施されることが求められる。 
 12機関（森林経営課、土木事務所

（岐阜、大垣、揖斐、美濃、郡上、可

茂、多治見、恵那、下呂、高山）、岐

阜駅周辺鉄道高架工事事務所）におい

ては、着工時までに徴収すべき負担金

に係る納入通知書を、着工時から１か

月から６か月経過した後に発付したた

め、結果として着工時から１か月から

６か月遅れて負担金の50％相当額を収

納していたり、着工時までに徴収すべ

き負担金の徴収を行わず、結果として

完了時において当該負担金と完了時ま

でに負担すべき負担金と合わせた負担

金を着工時から５か月から12か月遅れ

て収納していたり、完了時までに徴収

すべき負担金に係る納入通知書を、完

了時から１か月から８か月経過した後

に発付したため、結果として完了時か

ら２か月から９か月遅れて負担金の50

％相当額を収納していたりなどしてい

た。 

市町村の予算化の目途が立っていな

い状況であったなどのために、承諾書

を基に徴収事務を行わなければならな

かった事務処理は、対象となった事業

の一部に過ぎず、残りの大半の徴収事

務は、財政課通知等に沿って処理する

ことができたと認められる。 

着工時の徴収事務において、起工に

係る決裁時から着工時までの期間が比

本事案は、岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知

の認識不足により発生したものであることから、令和

６年４月に開催した定例土木事務所長会議において、

各事務所に対し、関係規程に沿った適正な負担金徴収

事務を行うよう周知・徹底を図った。 

 また、徴収事務が極めて困難となる場合があること

から、徴収時期及び分担率が定められていた財政課通

知の内容を、分担率のみ定めたものとなるよう財政課

へ協議した結果、令和６年７月４日付けで改正が行わ

れた。 

また、市町村の予算措置がなされていない場合の徴

収手続きについて、出納管理課へ協議を行い、令和６

年10月29日付けで特例承認を受けた内容を含めた「県

の行う建設事業における市町村負担金の徴収にかかる

事務取扱要領」を令和６年11月１日付けで制定し、関

係所属へ通知した。 

都市整備

課 

本事案を受け、建設政策課が制定（令和６年11月１

日付）した「県の行う建設事業における市町村負担金

の徴収にかかる事務取扱要領」、岐阜県会計規則取扱

要領及び財政課通知（令和６年７月４日付け財第160

号財政課長通知）に基づき、適切に事務を執行するよ

うに周知徹底した。 

下水道課 流域浄水事務所が処理した建設負担金の徴収事務に

ついて、完了時までに徴収すべき負担金に係る納入通

知書を、工期期日から７日間遅れて発付したものがあ

った。 

同事務所に対し、改めて岐阜県会計規則や同取扱要

領および平成28年４月１日付け財政課通知などの関係

法令等を確認し、適切な時期に事務処理が行われるよ

う指導した。 

岐阜土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

所内で岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月４

日付けの財政課通知の内容について再確認を行うとと

もに、令和６年11月１日付けで県土整備部建設政策課

から発出された「県の行う建設事業における市町村負
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機関名 監査結果 講じた措置 

較的短い場合に、徴収事務が極めて困

難になることも想定される。また、完

了時の徴収事務において、工期期日よ

り早期に調定を行わなければ、完了時

までに実施する必要がある徴収事務が

極めて困難になることも想定される

が、上記の事態に対しては、各事業の

状況を的確に確認・記録するなどし

て、例外的な措置を認める手続を執る

ことで、十分対応できるものと認めら

れた。 

各事務所等の負担金の徴収事務にお

いては、徴収額が一度に1,800万円余

に上ることもあるが、収入計画を報告

していないものがあったため、資金計

画の正確性を欠くこととなった。 

また、適時収入された負担金は資金

管理され運用収益が確保できるもので

あるが、徴収時期の遅れは得るべき収

益の逸失となる。 

さらに、令和元年度から５年度にお

ける本県の一時借入金の実績累計をみ

たところ、85億円余から2,028億円余

に上っているが、負担金の徴収事務を

適時適切に行うことは、数箇月遅れて

徴収するのに比べて、一時借入金を減

らすことにもつながる可能性がある。 

 これらのことから、事務所等が財政

課通知に沿って、負担金の徴収事務を

行うこと、加えて、事務所等の収支等

命令者が収入計画を会計管理者に報告

することは、本県の資金計画を立案す

る際のより精度が高い判断材料の一部

となり、効率的、経済的な資金運用・

資金調達につながり、歳計現金の有効

な活用及び適正な管理を図るとした資

金管理の趣旨から適時適切に行うこと

が必要と認められる。 

ついては、各事務所等において、議

決に定められている各事業に係る負担

金の徴収事務を、原則として、財政課

通知等に沿って行うとともに、各事務

所等及びこれらを所掌する主務課にお

いて、負担金の徴収事務が適正に実施

されるよう例外的な措置を認める手続

の取扱いを定めるなど、業務の実態に

即したより適切な徴収事務手続を検討

されたい。 

担金の徴収にかかる事務取扱要領」について周知し、

適正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金の収入計画の会計管理者へ

の報告については、岐阜県資金管理要領に基づき状況

に応じて適切に対応する。 

大垣土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

 所内で、岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月

４日付けの財政課通知の内容について再確認を行うと

ともに、令和６年 11 月１日付けで県土整備部建設政

策課から発出された「県の行う建設事業における市町

村負担金の徴収にかかる事務取扱要領」についても周

知し、適正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金については、岐阜県資金管

理要領に基づき、収入計画を整理して会計管理者へ報

告することを周知徹底した。 

揖斐土木

事務所 

本事案については、岐阜県会計規則取扱要領及び財

政課通知の認識不足により発生したものであるが、取

扱要領のとおり実施できない事例や事務取扱方法が明

確になっていないものがあったため、主務課におい

て、業務の実態に即したより適切な徴収事務手続きが

できるよう令和６年11月１日付けで「県の行う建設事

業における市町村負担金の徴収にかかる事務取扱要

領」が制定されたところである。 

今回制定された事務取扱要領の通知を受け、適正な

徴収事務が行えるよう関係規程の再確認を行うととも

に、所内で手続きの周知徹底を図った。 

また、負担金徴収の際は、岐阜県資金管理要領に基

づき、収入計画を会計管理者へ報告する必要があるこ

とについて、併せて所内で周知徹底を図った。 

美濃土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

所内で岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月４

日付けの財政課通知の内容について再確認を行うとと

もに、令和６年11月１日付で県土整備部建設政策課か

ら発出された「県の行う建設事業における市町村負担

金の徴収にかかる事務取扱要領」について周知し、適

正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金の収入計画の会計管理者へ

の報告については、岐阜県資金管理要領に基づき状況

に応じて適切に対応する。 

郡上土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。所内で関係規程

の再確認を行うとともに、令和６年 11 月１日付けで

県土整備部建設政策課より発出された「県の行う建設

事業における市町村負担金の徴収にかかる事務取扱要

領」制定の通知を受けて、改めて手続きの周知、徹底

を図った。 

また併せて、徴収予定の負担金について、岐阜県資

金管理要領に基づき、収入計画を会計管理者に適切に

報告することを周知徹底した。 

可茂土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものであり、その後令和６年

11月１日付けで県土整備部建設政策課より、例外的な
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機関名 監査結果 講じた措置 

措置を認める手続きの取扱いを定める「県の行う建設

事業における市町村負担金の徴収にかかる事務取扱要

領」の制定について通知が発出されている。 

今後は、同通知を遵守し、岐阜県会計規則取扱要領

や財政課通知の趣旨を踏まえ、適切に執行していくよ

う、所内で周知徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金について、岐阜県資金管理

要領に基づき収入計画を整理して、会計管理者に報告

することを周知徹底した。 

多治見土

木事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものであり、その後令和６年

11月１日付けで県土整備部建設政策課より、例外的な

措置を認める手続の取扱いを定める「県の行う建設事

業における市町村負担金の徴収にかかる事務取扱要

領」の制定について通知されている。 

 今後は、岐阜県会計規則取扱要領、財政課通知及び

今回制定された事務取扱要領に基づき適切に執行する

よう、所内で周知徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金については、岐阜県資金管

理要領に基づき収入計画を整理し、会計管理者へ報告

することを周知徹底した。 

恵那土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

 所内で、岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月

４日付けの財政課通知の内容について再確認を行うと

ともに、令和６年11月１日付けで県土整備部建設政策

課から発出された「県の行う建設事業における市町村

負担金の徴収にかかる事務取扱要領」についても周知

し、適正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金については、岐阜県資金管

理要領に基づき、収入計画を整理して会計管理者へ報

告することを周知徹底した。 

下呂土木

事務所 
本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

所内で、岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月

４日付けの財政課通知の内容について再確認を行うと

ともに、令和６年11月１日付けで県土整備部建設政策

課から発出された「県の行う建設事業における市町村

負担金の徴収にかかる事務取扱要領」についても周知

し、適正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金については、岐阜県資金管

理要領に基づき、収入計画を整理して会計管理者へ報

告することを周知徹底した。 

高山土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。 

 所内で、岐阜県会計規則取扱要領及び令和６年７月

４日付けの財政課通知の内容について再確認を行うと

ともに、令和６年11月１日付けで県土整備部建設政策

課から発出された「県の行う建設事業における市町村

負担金の徴収にかかる事務取扱要領」についても周知

し、適正な徴収事務手続の徹底を図った。 

また、徴収予定の負担金については、岐阜県資金管

理要領に基づき、収入計画を整理して会計管理者へ報
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機関名 監査結果 講じた措置 

告することを周知徹底した。 

古川土木

事務所 

本事案は岐阜県会計規則取扱要領及び財政課通知の

認識不足により発生したものである。関係規定の再確

認を行うとともに、令和６年11月１日付けで県土整備

部建設政策課から発出された「県の行う建設事業にお

ける市町村負担金の徴収にかかる事務取扱要領」制定

の通知を受けて、所内で改めて手続きの周知、徹底を

図った。 

また、徴収予定の負担金の収入計画については、岐

阜県資金管理要領に基づき、会計管理者へ適切に報告

することとした。 

岐阜駅周

辺鉄道高

架工事事

務所 

 

市町村負担金の徴収事務の遅延等については、岐阜

県会計規則取扱要領及び財政課通知の認識不足により

発生したものであることから、関係規程の再確認を行

うとともに、「県の行う建設事業における市町村負担

金の徴収にかかる事務取扱要領」制定の通知を受けて

所内で改めて手続の周知、徹底を図った。 

また、有効かつ適正な資金管理に資するべく、所内

連携のもと負担金の徴収予定を可能な限り把握し、収

入計画へ登録するよう改めた。 

流域浄水

事務所 

建設負担金の徴収事務について、完了時までに徴収

すべき負担金に係る納入通知書を、工期期日から７日

間遅れて発付したものがあった。 

 これは、岐阜県会計規則取扱要領第 18 条関係２の

規定（工事請負契約の工期期日までに調定する）に従

い、完了届の日付をもって調定を起案する運用をする

中で、公営企業財務会計システムの仕様上、調定時に

納入通知書発付日を設定する必要があることから、決

裁期間を考慮し、調定の７日後を発付日としていたた

め、完了届が工期期日に提出されたことにより、納入

通知書の発付が工期期日から７日後となったものであ

る。 

今後は、工務担当者に建設事業の状況や変更契約の

予定を適時確認し、工期期日前に余裕をもって事業費

の額を確定した上で、速やかに調定するとともに、工

期期日までに納入通知書の発付を行うため、必要最小

限の決裁期間を設定することにより、財政課通知に沿

った適切な処理を行う。 

森林経営

課 

山のみち地域づくり交付金の負担金徴収について

は、農政部の徴収方法を参考に同様の方法で実施して

きたが、農政部では、負担金等徴収条例に基づき徴収

されていることから、条例がない当課においては、結

果的に、岐阜県会計規則及び財政課通知の規定に沿わ

ない徴収を行ってきた。 

今後は、工事を発注する農林事務所と連絡を密に

し、起工伺決裁日に調定決議をするとともに、速やか

に納入請求を行い、工事の着工日までに徴収を行う。 

 


